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農地のない渋谷区は、小学校跡地などを活
用して、平成 20 年５月から区内の３カ所
に合計92区画の区民菜園を開設した。（表
参照）
　いずれも都会の中心で繁華街に近い一等
地に位置し、合計面積は 2330㎡。しかし、
恵比寿区民菜園や参宮区民菜園は地形や接
道条件が悪く、土地の利活用が困難な場所
でもある。

区では、区民が花や野菜を育てることに
よって自然の恵みを実感するとともに、野
菜の収穫を通して、ものづくりの喜びを体
験してもらいたいと考えている。また、高
齢者が元気に外で体を動かす機会をつくる
ことによって介護予防や引きこもり防止に
もなり、共通の趣味による交流も図れる。
子育て世帯には、家族の連帯感の醸成や、
安心安全な食品の供給と子供の野菜嫌いの

防止にもなると考えている。
　4 月に区民菜園の利用者を募集したとこ
ろ、各菜園とも 11 〜 13 倍（平均 12.5
倍）で、区民の需要は高かった。区では順
次、適地を確保して区民菜園の拡大に努力
したいとしている。

利用者は農業の初心者から経験者まで多様
で、まとまりがない。菜園の利用に当たり
一定の取り決めが必要なことから、区では
区民菜園ごとに利用者懇談会の設立を呼び
かけて、当面、月 1 回の開催を企画して
いる。初心者には、渋谷区の「ふれあい植
物センター」から講師の職員を派遣して、
講座や相談の支援を予定している。
　他の市民農園の多くは利用期間が 1 年
であるが、利用者が土を育成し、自分で作
りたい野菜を収穫してもらうため、区では
利用期間を３年間にしている。
　また都会の中心市街地にあることから、
農薬は使用禁止で、外周には高い防砂ネッ
トが設けられている。景観や開放性につい
ては今後、改善の余地が見られる。

新しい農的空間の創造

渋谷区 ・ 区民菜園（東京都渋谷区）
都心住民が楽しむ区民菜園の試み

渋谷駅に近い美竹区民菜園

■ 区民菜園の概要

所在地 ： 渋谷区恵比寿4-21 - 10、同渋谷
1-18-9、同代々木4-7-8

土地面積 ： 3地区合計2330㎡
施行者（事業者） ： 渋谷区
連絡先 ： 渋谷区環境保全課・小島主査
  ☎03-3463-2760

プ ロジェクト 概 要

■ 新しい役割と魅力

恵比寿区民菜園に隣接する恵比寿
ガーデンプレイス

■ 区民菜園の運営

恵比寿区民菜園

プチテラスとは、まちのなかにゆとりとふ
れあいの場所をつくり、都市緑化の推進、
都市景観の演出、安全性の確保、コミュニ
ティ醸成の向上を目的としたポケットパー
ク（路地上空間を含む）のことである。区
では、平成元年 6 月に「足立区プチテラ
ス設置要綱」を策定し、平成 20 年 7 月
現在で 99 カ所を設置している。
　プチテラス事業の対象地は、土地の権利
取得方法や整備主体により「買収型」「寄
付型」「借地型」の 3 つに分類され、面積
はおおむねね 20 〜 300㎡のもの、道路
または通路などに 3m 以上接道し、かつ
奥行きが接道部延長の 2.5 倍以内といっ
た要件がある。
　区のプチテラスに注目が集まったのは、
平成 14 年に整備された「六町エコプチテ
ラス」からである。NPO「足立グリーン
プロジェクト」（平田裕之代表）が区と協
働して約 700 坪の区画整理事業用地を環
境情報発信の場として活用したことから平
成 20 年 4 月に閉園となったが、区では『六

町エコプチテラス事業の実績と評価のまと
め』を作成し、その実績を称えた。
　ここで紹介する「ロッキーファーム」は

「区画整理すべき区域」にかかる生産緑地
を公園用地として区が買収し、公園整備に
取りかかるまでの暫定利用として体験農園
を整備したもので、公有地における体験農
園整備としては第１号の事例である。

農園の主催団体は「東六月町体験農園プチ
テラス運営協議会」で、区および財団法人
足立区まちづくり公社、平野・東六月運営
協議会、NPO「足立花と緑の会」で構成
される。実施機関である NPO「足立花と
緑の会」が運営・管理を行っている。

ロッキーファームでは、もともと農地で
あったことが体験農園を導入したきっかけ
であるものの、単なる地域の広場ではなく、
住民相互のコミュニティ醸成の場となるよ
う想いが込められている。地元の 3 町会
と協議を重ねた結果、3 町会に属する住民

向けの農園整備となった。
　開設に至るまでに特に苦労したのは、土
の問題。用地の取得からしばらくの間は、
元の地権者が雑草取りなど手入れを行って
くれたが、農園開園まで時間を要したため
雑草が生えてしまった。畑地に適する土と
なるよう、区、NPO とともに手入れを行っ
た経緯がある。　
　また利用料は、練馬区を参考に当初 4
万 3000 円を予定していたが、区民農園

（年額 6000 円）と比べて割高との指摘が
あり、現行の 3 万 6000 円となった。重
ねて、空き区画が生じたため、運営費の捻
出が問題となったが、協議の結果、空き区
画は NPO 法人が作付けを行い、イベント
開催時に作物を販売、その収益を管理費に
充てている。

六町エコプチテラスの成功とロッキー
ファームの「公有地活用の体験農園」とい
う先進的な取組みを基本に、区では今後、
本格的にコミュニティガーデン事業に取り
組む方向で検討を始めている。

多様な主体の参画

足立区東六月町体験農園「ロッキーファーム」（東京都足立区）
買い取った生産緑地を農園として提供したプチテラス

農園のようす

■ プロジェクト実現のプロセス

■ 主体の取り組み方

■ 新しい役割と魅力

所在地 ： 東京都足立区東六月町8
土地面積 ： 1400㎡（農園部分720㎡、広場および倉

庫、仮設トイレ、共用部分680㎡）
計画地域など ： 市街化区域、「足立区プチテラス設置

要綱」第3条整備区域および
  第4条用地買収選定基準に基づく
事業手法 ： 足立区プチテラス設置事業（区内で99

番目のプチテラス）
開設時期 ： 平成18年4月1日
施行者（事業者） ： 足立区
連絡先 ： 足立区都市整備部まちづくり課

  ☎03-3880-5188
  財団法人足立区まちづくり公社
  まちづくり事業部まちづくり事業課
  ☎03-3880-5711
  NPO法人 足立区花と緑の会
  ☎03-5681-8355
農園利用について ： 東六月町を含む3町会の会員（住

民）。家族利用も可能。一区画24㎡、年
額3万6000円（利用料金は苗、肥料、支
柱、指導料などすべてを含む）。

  全30区画。各割り当て区画で指導を受

けながら15品目の野菜作りを体験。講習
期間は原則4月〜翌年2月。次年度の講
習にも申し込みが可能。収穫祭などのイ
ベントを7月と12月の年2回実施

管理運営 ： 園内の水道代は財団法人足立区まちづ
くり公社が負担。農園の管理・運営費は
会員からの利用料およびイベント時の
作物販売による収入を充当
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■ ネック克服の仕組みと工夫

農園に隣接のふれあい広場は年2回のイベント会場となる

営農指導者（NPO）の説明に聞き入る講習生（会員）


